
株式会社 友和・保険センター
本　店 〒683-0802 鳥取県米子市東福原7-2-6  TEL（0859）34-4938  FAX34-5660
境港店 〒684-0071 鳥取県境港市外江町2361-2  TEL（0859）21-0117  FAX21-0118

ホームページ ： www.youwa-hoken.jp/

～ 境港店店長  鷲澤からのお得情報 ～

＆LIFE 介護保険Ｃ（ケア）セレクト

一度、当代理店ホームページへ↓↓↓

＜ 3/2 より新発売 ＞

（介護･認知症選択型保障保険）

労働保険事務組合

株式会社 マイオフィス
マイオフィス

〒684－0033  境港市上道町2115－3　TEL 0859－44－3780

会社の一部門としてご活用ください

あなたに代わってお仕事しますあなたに代わってお仕事します
◎社会保険の標準報酬月額の定時決定
◎労 働 保 険 料 の 年 度 更 新 手 続
◎給 料 計 算・各 帳 票 の 作 成
社会保険労務士事務所 マイオフィス
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境　港
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青色申告会

青色申告会の元気企業

移動販売でコーヒーを提供

　
水
木
し
げ
る
記
念
館
が
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
、

水
木
し
げ
る
ロ
ー
ド
に
人
の

【事業所のあらまし】

事業所名	 Café	Cocotte(カフェ	ココット)

代 表 者	 渡辺 雄一（わたなべ・ゆういち）

事業内容	 コーヒー移動販売(キッチンカー)

営業場所や時間などは、インスタグラム

（https://www.instagram.com/cafe_cocotte_official/）

をご覧ください

　
何
回
振
り
に
な
る
の
か
、

久
し
振
り
に
今
回
は
キ
ッ
チ

ン
カ
ー
の
紹
介
で
す
。

　
私
の
周
り
で
は
、
小
さ
な

ブ
ー
ム
が
起
き
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
焼
き
と
り
で

あ
っ
た
り
、
か
ら
揚
げ
で

あ
っ
た
り
、
ク
レ
ー
プ
で

あ
っ
た
り
と
、
キ
ッ
チ
ン

カ
ー
で
色
々
な
飲
食
物
を
販

売
す
る
人
が
増
え
て
き
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し

た
。
本
題
に
入
り
ま
す
。

　
今
回
は
、
キ
ッ
チ
ン
カ
ー

「
カ
フ
ェ 
コ
コ
ッ
ト
」
さ
ん

に
登
場
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　
オ
ー
ナ
ー
の
渡
辺
雄
一
さ

ん
は
「
本
来
、
コ
ー
ヒ
ー
は

チ
ョ
ッ
ト
苦
手
、
ま
し
て
や

ブ
ラ
ッ
ク
な
ど
は
」
と
い
う

舌
の
持
ち
主
で
し
た
。
そ
れ

が
、
た
ま
た
ま
立
ち
寄
っ
た

喫
茶
店
で
の
一
口
が
人
生
を

１
８
０
度
変
え
る
一
口
と
な

り
ま
し
た
。

　
苦
手
の
は
ず
が
、
ウ
マ

イ
ッ
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
す
。

お
店
の
人
か
ら
そ
れ
が
ス
ト

レ
ー
ト
コ
ー
ヒ
ー
で
あ
る
と

聞
か
さ
れ
、
こ
れ
な
ら
他
の

人
に
も
勧
め
ら
れ
る
、
商
売

に
も
な
る
と
、
瞬
時
に
閃ひ

ら
め

き

ま
し
た
。

　
生
ま
れ
故
郷
の
境
港
に
帰

り
、
勤
め
な
が
ら
独
学
で
自

己
研
鑽
を
重
ね
、
多
く
の
人

に
相
談
も
し
て
開
業
を
目
指

し
ま
し
た
が
、
や
は
り
最
大

の
難
関
は
資
金
で
し
た
。

　
も
ら
っ
た
ア
ド
バ
イ
ス
を

基
に
出
し
た
結
論
は
、
店
舗

営
業
は
将
来
の
目
標
と
し
て
、

比
較
的
少
な
い
資
金
で
開
業

で
き
る
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
を
利

用
す
る
こ
と
。
そ
こ
で
、
専

門
業
者
に
車
の
改
造
を
依
頼

し
、
昨
年
10
月
に
開
店
し
ま

し
た
。

　
同
店
は
、
コ
ー
ヒ
ー
、
レ

モ
ン
ス
カ
ッ
シ
ュ
、
コ
コ
ア
、

ド
ラ
イ
カ
レ
ー
、
焼
き
菓
子

な
ど
の
メ
ニ
ュ
ー
を
揃
え
て

い
ま
す
。
コ
ー
ヒ
ー
は
こ
だ

わ
り
の
ス
ト
レ
ー
ト
の
み
で
、

豆
は
ブ
ラ
ジ
ル
、
エ
チ
オ
ピ

ア
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
エ
ル
サ

ル
バ
ド
ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

の
５
種
を
使
用
。
ハ
ン
ド
ド

リ
ッ
プ
で
ホ
ッ
ト
と
ア
イ
ス

の
両
方
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

　
私
個
人
と
し
て
の
お
薦
め

は
、
辛
味
度
２
の
カ
レ
ー
に

ブ
ラ
ジ
ル
で
す
が
、
皆
さ
ん

は
？

　
同
店
の
滑
り
出
し
は
、
ま

あ
ま
あ
順
調
と
の
こ
と
で
す

が
、
渡
辺
さ
ん
に
は
大
き
な

悩
み
が
あ
る
そ
う
で
す
。

　
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
の
営
業
に

と
っ
て
、
各
地
で
催
さ
れ
る

イ
ベ
ン
ト
は
最
も
大
事
な
生

命
線
と
も
い
え
る
の
で
す
が
、

い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
ん
な
イ

ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
る
の
か
、

ま
だ
把
握
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

　
色
々
な
方
面
に
ア
ン
テ
ナ

を
広
げ
て
は
い
る
の
で
す
が
、

ま
だ
ま
だ
成
果
を
上
げ
る
ま

で
に
は
至
っ
て
い
な
い
そ
う

で
す
。

　「
情
報
を
く
だ
さ
い
。
イ

ベ
ン
ト
の
！
」
私
に
直
接
、

あ
る
い
は
境
港
商
工
会
議
所

境港青色申告会  青色ひろば

身近な法律豆知識

負の相続財産への対処法

　ある新聞記事によると、2022年に全国の家庭
裁判所に受理された相続放棄は、過去最多26万
件に上るとのことでした。
　これは、相続する空き家になった実家や古い
建物などが、将来多額の取壊し費用がかかるい
わゆる負の遺産になるということで、相続放棄
が多くなってきたのだと思われます。
　このように、相続財産には不動産や有価証券、
預貯金といった資産のほか、借金や保証債務、
未払いの税金など、負の財産もあります。
　死亡した人(被相続人)に負の財産が多くある
場合は、相続するのか相続放棄するのかをよく
考えた方が良いようです。
　民法は、相続について「相続人は、自己のた
めに相続の開始があったことを知った時から３
カ月以内に、相続について、単純承認もしくは
限定の承認又は放棄をしなければならない(915
条)。相続の放棄をしようとする者は、その旨を
家庭裁判所に申述しなければならない(938条)」
と規定しています。
　相続人は、自己(自身)が相続人であることを
知った時から３カ月以内に相続について、①単
純承認	②限定承認	③相続放棄－のいずれかを
選択しなければならないのです。
　相続放棄は、相続人それぞれが各自で行うも
のなので、法で定められた順位に従って実行す
ることになります。
　最も順位が高いのは、被相続人の配偶者(夫
または妻)と子どもです。子どもが相続放棄を
すれば、次の順位は配偶者と被相続人の父母で
す。
　父母が放棄した場合は、配偶者と被相続人の
兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が死亡
している時は、被相続人の姪や甥が相続人とな
り、相続放棄の手続きをしなければなりません。
　配偶者も相続放棄して、全ての相続人が相続
放棄をした場合は、利害関係者が家庭裁判所に
相続財産管理人の選任を申し立てることになり
ます。
　相続を放棄する前には司法書士、または弁護
士に相談することを勧めます。　　　　　　S

ー Café Cocotte ー
（カフェ ココット）

  

新
年
度
が
ス
タ
ー
ト

女
性
部
だ
よ
り

ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
情
報
は

必
ず
、
渡
辺
さ
ん
に
提
供
し

ま
す
。

　「
イ
ベ
ン
ト
会
場
で
『
カ

フ
ェ 

コ
コ
ッ
ト
』
の
車
を

見
か
け
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
足

を
運
ん
で
や
っ
て
く
だ
さ
い
。

味
に
は
自
信
が
あ
り
ま
す
。

き
っ
と
満
足
し
て
い
た
だ
け

る
と
思
い
ま
す
」
と
渡
辺
さ

ん
は
、
呼
び
か
け
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T

キッチンカーでコーヒーを淹
い

れる
渡辺雄一さん

　
２
０
２
４(

令
和
６)

年
度

税
制
改
正
大
綱
で
所
得
税
と

住
民
税
の
定
額
減
税
が
決
定

し
ま
し
た
。
定
額
減
税
の
対

象
は
給
与
所
得
者
で
あ
っ
て

も
事
業
所
得
者
で
あ
っ
て
も

変
わ
り
ま
せ
ん
。

　
所
得
税
の
定
額
減
税
は
、

次
の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。

①
本
人
＝
３
万
円 

②
居
住
者

で
あ
る
同
一
生
計
配
偶
者
お

よ
び
扶
養
親
族
一
人
に
つ
き

＝
３
万
円

　
個
人
事
業
主
の
定
額
減
税

に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て

２
０
２
４(

令
和
６)

年
分
の

所
得
税
確
定
申
告
の
際
に
所

得
税
の
額
か
ら
控
除
さ
れ
ま

す
が
、
予
定
納
税
の
対
象
と

な
る
場
合
、 

先
ず
第
一
期
分

の
予
定
納
税
額
か
ら
控
除
し
、

控
除
し
き
れ
な
い
部
分
は
第

二
期
の
予
定
納
税
額
か
ら
控

除
し
ま
す
。

　
予
定
納
税
の
減
額
申
請
を

行
わ
な
い
場
合
、
確
定
申
告

ま
で
特
段
の
手
続
き
は
不
要

で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
M

個人事業主の定額減税

税務・会計
一口メモ

姿
が
多
く
な
り
、
ニ
ュ
ー
ス

で
そ
の
様
子
を
見
て
い
る
と
、

自
然
と
笑
顔
に
な
り
ま
す
。

そ
ん
な
日
が
増
え
て
き
ま
し

た
。

　
境
港
青
色
申
告
会
と
女
性

部
も
新
し
い
年
度
が
始
ま
り

ま
し
た
。
６
月
18
日
に
そ
れ

ぞ
れ
の
総
会
を
開
催
し
ま
す
。

２
０
２
３
年
度
の
事
業
・
収

支
報
告
、
次
年
度
の
事
業
計

画
・
予
算
な
ど
が
審
議
さ
れ

ま
す
。
皆
様
の
出
席
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

　
女
性
部
と
し
て
は
、
毎
年

行
っ
て
い
る
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
、
研
修
会
な
ど
の
実
施

計
画
を
協
議
し
、
実
現
に
向

け
て
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
総
会
と
青
色
申
告
会
に
関

し
て
、
皆
様
の
ご
意
見
、
ご

要
望
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

お
願
い
し
ま
す
。
　
　
　
I


